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鉄道製品認証申請手続き等に関する手引き 

1. 目的 

 本手引きは、独立行政法人自動車技術総合機構交通安全環境研究所が鉄道分野における製品認

証機関として実施する認証業務において、申請者が認証を得るための手順及び手続きを定めるこ

とを目的とします。 

2. 用語及び定義 

 本手引きで使用する用語及び定義は、「鉄道製品認証業務品質マニュアル」（以下、「品質マニュ

アル」という）及び「鉄道製品認証システム」によります。 

 また、規程類の名称は、品質マニュアル「1.5マネジメントシステム文書」で定めた略称により

表記することがあります。 

3. 認証対象規格 

 認証機関が認証業務を行なう規格は、品質マニュアル「1.4認証業務の範囲及び要求事項」に基

づくものとします。 

 ただし、認証対象製品の製造体制の確認を行う必要がある認証審査においては、ISO 9001の登

録範囲に認証対象製品の設計部門及び製造部門（工場等）が含まれている必要があります。 

4. 認証申請 

4.1 遵守すべき事項 

 申請者は、鉄道製品認証システム、品質マニュアル及び本手引きを常に遵守しなければなりま

せん。 

4.2 認証に関する情報 

 申請者は、認証申請等の手続きを行なうために必要な情報を、認証機関のホームページから取

得することができます。 

4.3 認証申請の手順 
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4.4 認証申請の受付 

 認証機関に提出された認証申請書に不備がなければ、受付番号、受付日等を記載した「回答書」

が契約手続きを所掌している企画部技術コーディネーターより申請者に送付されます。 

4.5 秘密保持契約の締結 

 申請者は、「秘密保持契約書」（様式 B-2）を認証機関に 2部提出の上、認証機関との間で秘密情

報の取扱いに関して契約を締結する必要があります。 

4.6 認証要求事項の遵守に関する合意書の締結 

 申請者は、「認証要求事項の遵守に関する合意書」（様式 B-1）を認証機関に２部提出の上、認証

機関との間で、認証審査の適切な遂行及び認証授与後における認証の継続的な有効性の確保のた

めに必要な前提条件について合意を締結する必要があります。 

4.7 評価作業実施計画 

 認証機関は、評価作業実施計画を策定し、「評価作業実施計画書」（様式 A-3）を申請者に提示し

ますので、審査チーム及び評価スケジュール等の内容を確認してください。申請者は、認証機関か

ら認証作業行程、認証内容の確認等を行うミーティングへの参加要請がある場合は、その要請に

対応する必要があります。 

 また、認証機関は、評価作業実施計画に従い、鉄道製品認証業務契約取扱規程第 6 条の規定に

より準用する受託研究取扱規程第 7 条による受託料積算基準に基づき受託料の見積書を作成し、

申請者に提示します。 

 受託料積算については、以下により計算します。 

 

 受託料＝直接経費＋間接経費＋一般管理費＋消費税 

直接経費＝人件費＋出張旅費 

間接経費＝技術経費（人件費×100%） 

一般管理費＝（直接経費＋間接経費）×30% 

消費税＝（直接経費＋間接経費＋一般管理費）×消費税率 

4.8 鉄道製品認証契約 

 認証機関は、認証の実施にあたり、申請者と「鉄道製品認証契約書」（鉄道製品認証業務契約実

施要領様式 5-1又は 5-2）により契約を締結するものとします。申請者は、契約締結後、速やかに

認証対象製品の審査対象文書を提出してください。 

4.9 受託料 

 申請者は、認証機関からの請求書を受領した時は、速やかに指定の口座に納付してください。 

 また、申請者の事務所等を訪問する必要があると認められる場合に旅費等の必要経費が生じた

ときや、認証機関の責に依らない理由により認証審査が予定期間より長期に及んだときは、当初

の見積もり額に加え、別途必要経費を求められることがあります。なお、契約変更を行う場合は、

変更前の受託料に変更手数料（50,000 円に消費税に相当する額を加えて得た額）を原則として加

算するものとします。 



- 3 - 

5. 認証 

5.1 適合性評価 

5.2 認証の決定 

 認証機関は、適合性評価の結果を認証審査報告書として申請者に通知します。是正処置要求書

が交付されたときには、指定された期間内に是正処置を完了し、報告してください。 

 認証の決定は、客観性及び公平性の観点から、審査に直接携わっていない者が参画する認証判

定会議において行います。 

5.3 認証書の交付 

 認証を決定した場合は、認証書（様式 A-33）が認証機関から申請者に交付されます。また、認

証の内容は認証機関のホームページで公表されます。認証取得者は、認証書を広報、宣伝等に使

用することができます。 

 なお、認証書の有効期限は特に定めていませんが、認証を維持するためには、「8.1 サーベイラ

ンス」に示すサーベイランスの実施に協力いただくことが必要です。 

6. 認証書及びマークの使用 

6.1 認証書に付されるマーク 

 認証書には、以下に掲げるマークを付します。このマークは、認証書が製品認証制度の条件に

従って発行されたことを示すものです。 
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認証書に付されるマーク 

 

 

 

6.2 認証書及びマークの使用に関する条件等 

7. 認定の言及及び認定シンボルの使用 

 認証機関が認定機関による認定を受けている場合における、認証書に付される認定シンボル、

認定の言及及び認定シンボルの使用に際して認証取得者が遵守すべき事項等については以下のと

おりとなります。 

7.1 認証書に付される認定シンボル 

 認定範囲に係る認証についての認証書には、「6.1 認証書に付されるマーク」の規定により付さ

れるマークとともに、認定機関の定める認定シンボルを付します。 



- 5 - 

7.2 認定の言及及び認定シンボルの使用に関する条件等 

 認定範囲に係る認証を保持している認証取得者は、次の事項を遵守する必要があります。 

8. サーベイランス等 

8.1 サーベイランス 

 認証スキームが RAMS製品認証の製品に対する認証については、認証対象製品が継続的に審査

を行った規格に適合していることを確認するために、認証取得者はサーベイランスを受けなけれ

ばなりません。 

 認証機関は、サーベイランスの実施に当たり、認証基準日の６ヶ月前に認証対象製品の製造又

は認証の根拠とした事項の変更の有無を認証取得者に対し調査し、以下の(1)から(7)に従って

サーベイランスの実施を決定します。 

サーベイランスの周期 

① サーベイランスは、少なくとも年１回実施することを原則とします。ただし、8.1の柱書の調

査により、認証基準日までに認証対象製品の製造の予定がなく、かつ、認証の根拠とした事項

の変更がない場合は、サーベイランスの実施を１年延長することができます。延長の回数は、

連続して２回を限度とします。 

② サーベイランスは認証基準日までに終えることを原則とします。ただし、サーベイランスの

完了が認証基準日の後になることが見込まれる場合は、６ヶ月まで延長することができます。

なお、その次の認証基準日は変更しません。 

③ 認証対象製品の製造又は認証の根拠とした事項の変更に関する報告を認証取得者から受けた

場合、柱書の調査の時期にかかわらず、製造又は変更の実施時期に合わせて速やかにサーベイ

ランスを実施します。ただし、その実施は少なくとも年１回実施の原則に従って判断します。 

サーベイランスにおける実施項目は、以下のとおりです。なお、生産を終了した認証対象製

品又は認証対象製品を製造しない場合は、③及び④を定期的なサーベイランスの実施項目に含

めません。 

 ① 生産に適用される設計図書の確認（認証時に確認した設計図書のバージョンと同一であるか

どうか等） 

 ② ISO 9001 等の登録状況の確認 

 ③ 工場出荷製品の品質に関する試験データの確認 

 ④ 工場出荷製品の品質に関する立会試験 

認証取得者は、認証対象製品の製造及び認証の根拠とした事項の変更の有無に関する書面に

よる調査が認証機関から送られてきた場合、調査にご協力ください。 

認証取得者は、認証対象製品の製造、又は認証の根拠とした事項を変更する予定がある場合

は、(3)にかかわらずその旨を認証機関に報告しなければなりません。 



- 6 - 

（5）認証取得者は、認証機関から編成された審査チームの氏名、所属等の情報並びにサーベイラ

ンスの目的及び内容等を記載した「サーベイランス実施通知書」が送られてきた場合、サーベ

イランスが円滑に実施できるよう認証機関が行う業務に必要な準備をしてください。 

（6）認証取得者は、「サーベイランス実施結果報告書」に再評価の実施を決定した旨が記載され

ている場合、「9.1再評価」に定める再評価を受ける必要があります。 

（7）サーベイランスの実施に当たっては、「4.認証申請」に準じて受託料を算定し、契約を締結し

ます。 

8.2 特別調査 

 

 

 

9. 認証の一時停止又は取消し 

9.1 再評価 

9.2 認証の一時停止又は取消し 
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10. 認証取得者の申請による認証の終了 

 認証取得者は、製品の生産の終了等、自己の都合により認証の終了を行いたいときは、以下の

手続きによりこれを行うことができます。 

 

 

 

11. 認証に関する変更等の手続き 

11.1 認証申請書記載事項変更手続き 

 申請者は、「鉄道製品認証申請書」（鉄道製品認証業務契約実施要領様式 1-1）の記載事項の変更

を行うときは、「認証申請書記載事項変更届」（様式 B-3）により認証機関に届け出てください。 
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11.2 認証申請取下げ手続き 

 申請者は、認証申請の取下げ手続きを行うときは、「認証申請取下げ届」（様式 B-4）により認証

機関に届け出てください。 

11.3 英文認証書発行申請の手続き 

 認証取得者は、和文認証書の発行後に英文認証書の発行手続きを行うときは、「英文認証書発行

申請書」（様式 B-7）により認証機関に申請してください。 

11.4 認証書記載事項の変更手続き 

 認証取得者は、認証書に記載されている製品名又は法人名に変更が生じた場合等により記載事

項の変更が必要となったときは、当該変更が生じた日から起算して 30日以内に「認証書記載事項

変更届」（様式 B-5）に交付済みの認証書を添付して認証機関に届け出てください。認証機関は、

変更手続きを行い、記載事項を変更した認証書を交付します。認証書には、変更履歴が裏書きさ

れます。 

11.5 認証書、英文認証書の再交付手続き 

 認証取得者は、認証書の紛失等により再交付手続きを行う場合は、「認証書再交付申請書」（様

式 B-6）により認証機関に申請してください。認証機関は、再交付の請求理由を確認の上、再交付

手続きを行い、認証書を再交付します。認証書には、再交付の履歴が裏書きされます。 

11.6 認証機関による記載事項の変更手続き 

 認証機関は、認証書の記載事項に不備が認められた場合等により記載事項の変更が必要となっ

たときは、認証書を再発行することがあります。認証機関より記載事項を変更する旨の通知があっ

たときは、速やかに交付済みの認証書を認証機関へ返却してください。認証機関は、認証書の返

却を受けた後、再発行手続きを行い、記載事項を変更した認証書を交付します。認証書には、変更

履歴が裏書きされます。 

11.7 認証範囲の拡大又は縮小 

 認証対象製品に関する認証範囲の拡大又は縮小をすることはできません。認証範囲の拡大又は

縮小が必要な場合は、別途認証申請を行ってください。 

12. 認証取得者に対する苦情の記録 
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13. 認証機関に対する異議申立て及び苦情の処理 


